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旧年中は、大変お世話になりました。
本年も、よろしくお願い申し上げます。

（※1）固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動
には、次のような場合が考えられます。
〇昇給（ベースアップ）、降給（ベースダウン）
〇給与体系の変更（日給から月給への変更等）
〇日給や時間給の基礎単価（日当、単価）の変更
〇請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
〇住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

（※2）特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上

昇給や降給等で固定
的賃金に変動があり
ましたか？（※1）

随時改定に該当するかは、金原事務所にお問い合わせください。

随時改定の要件に該当する場合は月額変更届を提出します。
簡単にいうと下の図のようなフローとなります。

令和7年12月1日の最低賃金引上げに伴い、賃金の改定を行った事業所は、社
会保険料の随時改定に該当する可能性があります。

社会保険料の随時改定に該当しませんか？社会保険料の随時改定に該当しませんか？要確認！要確認！

「月額変更届」による随時改定は、次の３つの条件を全て満たしたときに行います。

1
変動月以降引き続く
３ヵ月とも支払い基礎
日数が17日以上です
か？（※2）

2 3
変動月から３ヵ月間の報酬
の平均額と現在の標準報
酬月額に２等級以上の差が
ありますか？

月額変更届を提出する必要はありません

月
額
変
更
届
の
提
出

いいえ いいえ

はい はい はい

いいえ

）

＜適用・給付関連申請書＞
特定健康診査受診券（セット券）申請書●

● 特定保健指導利用券申請書

＜保健関連申請書＞

※申請書により申請書情報の入力・添付書類の登録方法が異なります。

3

電子申請サービスによりほぼ全ての申請書がオンラインで申請可能です。

電子申請の利用方法

2

被保険者、被扶養者（一部申請に限る）、社会保険労務士（保健事業は除く）
※被保険者と被扶養者は、マイナンバカードで本人確認を行うため、マイナンバーカー
ド所持者が利用可能。
※社会保険労務士は、事前にユーザーID/パスワードを取得することで利用可能。
※社会保険労務士は、申請の際は申請者の委任状が必要。

利 用 対 象 者

利用可能時間 平日8時～21時
※土日祝日および年末年始（12/29－1/３）を除く

申 請 の 流 れ
（概要）

①「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン。
②希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用（被保険者および被扶養者）し
て協会けんぽの資格情報を取得。
③申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロード。
④申請完了。給付金等については「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など、審査
状況が確認可能。

令和８年１月13日より、加入者の皆様の利便性向上及び協会けんぽにおける業務効率化のため、

各種申請手続きの電子申請サービスが開始されます。

協会けんぽの電子申請について

これまで通り、金原事務所でも提出代行いたします
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傷病手当金支給申請書
出産手当金支給申請書
出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金内払金支払依頼書
埋葬料（費）支給申請書
療養費支給申請書（立替払等）
療養費支給申請書（治療用装具
高額療養費支給申請書
任意継続被保険者資格取得申出書
任意継続被保険者資格喪失申出書
限度額適用認定申請書
限度額適用・標準負担額減額認定申請書
任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更（訂正）届
任意継続被保険者被扶養者（異動）届
任意継続被扶養者変更（訂正）届
高齢受給者証再交付申請書
特定疾病療養受療証交付申請書
高齢受給者基準収入額適用申請書（新規判定用）
高齢受給者基準収入額適用申請書（定期判定用）
海外療養費支給申請書
高額医療費貸付金貸付申込書
出産費貸付金貸付申込書
移送費支給申請書
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
健康保険法第１１８条第1項該当・非該当届
資格確認書交付申請書
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